
領事メール 

令和 3 年 7 月 13 日付 

在ウクライナ日本国大使館 

 

【件名】在外在留邦人等の一時帰国時の新型コロナ・ワクチン接種事業の予約開始のご案内 

 

【ポイント】 

在外在留邦人等の一時帰国時の新型コロナ・ワクチン接種事業の予約が、7 月 19 日正午（日本

時間）から開始されます。 

 

【本文】 

１ ７月１９日正午（日本時間）から、在留先でのワクチン接種に懸念等を有する海外在留邦人等

を対象とした新型コロナ・ワクチン接種事業のインターネット予約受付を開始します。本事業での

接種を希望される方は、特設サイトを通じて事前の予約をお願いします。 

 

２ 特設サイトへのリンクは、予約受付の開始と同時に外務省海外安全 HP に掲載いたしますの

で、そちらをご確認ください。 

●外務省海外安全 HP： https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/vaccine.html  

 

３ 接種期間は、本年８月１日から開始し、２０２２年１月上旬終了を予定しています。 

 

【問い合わせ先】 

在ウクライナ日本国大使館領事部 

電話：+38(044)490-5500 

メール（領事部）：ryouji@kv.mofa.go.jp 

ＨＰ： https://www.ua.emb-japan.go.jp/itpr_ja/consular.html  

https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/vaccine.html
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